
特定非営利活動法人 太陽の家 給与規程 

（⽬的） 
第１条 この規程は、特定⾮営利活動法⼈太陽の家（以下、「法⼈」という）の正規職員、パ
ート職員の給与の⽀給に関する事項を定める。 
 
（定義） 
第２条 この規程で「給与」とは給料、時間外勤務⼿当、通勤⼿当をいう。 
 
（⽀払の原則） 
第３条 給与は通貨で直接本⼈に⽀払うことを原則とする。⽀払い⽅法は、本⼈⼝座への銀
⾏振り込みとする。 
 
（給料） 
第４条 給料は、別に定める正規の勤務時間による報酬であって、時間外勤務⼿当、通勤⼿
当を除いたものとする。 
２ 給料は以下の２つの種別となり、本⼈の希望に基づきいずれかの⽅法で⽀払う。 
イ）⽉給（⽉単位で⽀払う⽅法） 
・基本を１ケ⽉ 160,000 円以上とし、役職、勤務形態、業務経験、職務遂⾏能⼒、技能等
を考慮して、各職員の給料を理事会で決定する。 
 ロ）時給（時間単位で⽀払う⽅法） 
 ・基本を１時間 1,023 円以上 2,500 円の間とし、役職、勤務形態、業務経験、職務遂⾏能
⼒、技能等を考慮して、各職員の給料を理事会が決定する。 
３ 新たに採⽤した者に対する試⽤期間中（1 カ⽉間〜３カ⽉間）の給料は、第２項に定め
る基準⽉額の８割とする。 
 
（時間外勤務⼿当） 
第５条 時間外勤務⼿当は週 40 時間を越えて勤務を命じられた者に対し次により⽀給す
る。  
基本⽉額 ×× 1.25 × 時間外勤務時間 
  
（通勤⼿当） 
第６条 通勤⼿当は⾃宅より公共交通機関の利⽤を前提にして計算される額を⽀給し、⾃宅
や勤務時間によって、⽉額 0 円〜5,000 円の間で、契約時に決定する。 
 
（昇給） 
第７条 職員の昇給については、理事会で決定する。 



（⽀給⽇） 
第８条 給料は、翌⽉ 15 ⽇に⽀払うものとする。 
 
（計算期間） 
第１０条給料の計算期間は毎⽉１⽇より⽉末までとする。 
 
（⽉の途中で給料に変更があった場合の取り扱い） 
第１１条 諸⼿当の変更、役務の任免等により⽉の途中で給料に変更があった場合は、新旧
給料を各々⽇割計算してその合計額を⽀給する。 
 
（休職期間中の給料） 
第１２条 休職期間中の給料は⽀給しない。但し、休職事由に変更があった場合は、新旧給
料を各々⽇割計算してその合計額を⽀給する。 
 
（年次有給休暇および諸休暇中の給料） 
第１３条 年次有給休暇の期間の給料は⽀給する。業務上の傷病による公傷休暇の場合は労
災保険の休業補償費相当を減額する。 
 
（傷病⽋勤中の給料） 
第１４条 負傷または疾病のため引き続いて⽋勤したときの給料については⽀払わない。 
 
（私事⽋勤の場合の給料） 
第１５条 私事のため⽋勤したときは、給料及び諸⼿当を⽇割・時間割計算によって控除す
る。 
 
（出勤停⽌を命ぜられた場合の給料） 
第１６条 懲戒により出勤停⽌を命じられたときは給料を⽀給しない。 
 
（試⽤期間中の者の給料） 
第１７条 試⽤の者の給料は全て時給をもって⽀給する。 
２ 試⽤の者が⽉の中途で退職または死亡したときの⼿当および給料は出勤⽇数により⽀
給する。 
３ 傷病⽋勤中の給料は⽀給しない。 
４ 私事⽋勤中の給料は⽀給しない。 
 
（給料よりの控除） 



第１８条 次の各号の⾦額は本⼈との話し合いの上で給料より控除する。 
（1） 所得税 
（2） 健康保険料、介護保険料、厚⽣年⾦保険料および雇⽤保険料 
 
（退職または死亡時の⽀払） 
第１９条 退職または死亡した場合に本⼈または遺族から請求があったときは、第８条の規
定にかかわらず７⽇以内に⽀払う。ただし意義ある⾦額についてはこの限りではない。 
 
（賞与） 
第２０条 勤務内容が良好であると認められた事務局職員に対しては、賞与を⽀給すること
ができる。その内容、⽅法等については理事会で決定する。 
 
第４章 退職⾦ 
（退職⾦） 
第２１条 退職⾦については、その内容、⽅法等については理事会が決定する。 
 
附則：この規程は、2024 年 7⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
2024 年 10 ⽉ 1 ⽇ 第 4 条を変更 


